
新発田ソフトテニス連盟規約 
 
第１章　総則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（名称及び事務所） 
第 1条　本連盟は、新発田ソフトテニス連盟（以下「本連盟」という。）という。事務所を会長宅
に置く。 

 
第２章　目的及び事業　 
（目的） 
第 2条　本連盟は、新発田市におけるソフトテニスの普及振興を図り、併せて新発田市民の心身の
健全の発展に寄与することを目的とする。 

 
（事業） 
第 3条　本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
⑴ ソフトテニスの普及振興を図ること。 
⑵ 指導奨励並びに指導者の育成を図ること。 
⑶ 競技大会及びの講習会等の企画立案に関すること。 
⑷ 会員の強化発展と相互の連絡融和を図ること。 
⑸ その他、本連盟の目的達成に必要な事業に関すること。 

 
第３章　加盟団体　 
（加盟団体） 
第 4条　本加盟は、第 2条に定める目的に賛同する団体を、理事会の承認を得て加盟団体とする。
なお、加盟団体は別表のとおりである。 

2　加盟団体は、新潟県ソフトテニス連盟または新発田市スポーツ協会へ加盟団体として報告する。 
 
第４章　会員及び役員 

（会員） 
第 5条　本連盟への登録を持って連盟会員と証し、本連盟の事業に参加することができる。また、
本連盟会員としての上位団体及び関係団体への登録並びにそれらの事業に参加することができ

る。 
 
（役員） 
第 6条　本連盟に次の役員を置くことができる。 
⑴ 会長　1名 
⑵ 副会長　1名 
⑶ 事務局長　1名 
⑷ 理事　若干名 
⑸ 会計　1名 
⑹ ＩＴ担当　1名 
⑺ 監査　1名 



 
（役員の選任） 
第 7条　本連盟の役員は、総会において選任する。 
 
（役員の職務） 
第 8条 
⑴ 会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。 
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 
⑶ 事務局長は、本連盟の事務を統括する。 
⑷ 理事は、本連盟の運営と事業を執行する。 
⑸ 会計は、本連盟の金銭を管理する。 
⑹ ＩＴ担当は、本連盟のホームページを担当する。 
⑺ 監査は、本会計を監査する。 

 
（役員の任期） 
第 9条　役員の任期は 1年とする。ただし、再任を妨げない。 
⑴ 役員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。この場合の任期は、前任者の残
任期間とする。 
⑵ 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行うこととす
る。 

 
（役員の解任） 
第 10条　役員が次に掲げる各号の一に該当するときは、解任することができる。 
⑴ 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。 
⑵ 役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。 

 
（顧問） 
第 11条　本連盟に顧問を置くことができる。 
 
第５章　会議 

（会議） 
第 12条 
⑴ 本連盟の会議は、総会、臨時総会及び理事会とする。 
⑵ 総会は、毎年 1回、臨時総会及び理事会は必要なときに開催する。 

 
（総会及び臨時総会） 
第 13条　総会及び臨時総会は、会員及び役員をもって構成する。 
 
（理事会） 
第 14条　理事会は、会長、副会長、事務局長、理事、会計、ＩＴ担当をもって構成する。 
 



（会議の招集） 
第 15条　会議は、会長が招集し議長となる。 
 
（総会の成立及び議決） 
第 16条　総会の成立は、会員の過半数以上の出席（委任状を含む）をもって成立し、議決は出席
者の過半数以上の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 
（総会の権限） 
第 17条　総会は、次の事項を附議する。 
⑴ 事業報告及び事業計画に関すること 
⑵ 事業年度の予算並びに決算に関すること 
⑶ 規約の改正 
⑷ 役員の改選 
⑸ 会費の決定　 
⑹ その他、会長が附議した事項 
 

第６章　会計 

（会計） 
第 18条　本連盟の会計では、新発田クラブ及び新発田市ソフトテニス少年団の会計を含めて運営
する。 

 

（会計年度） 
第 19条　本連盟の会計年度は、毎年 3月 1日より翌年 2月末日までとする。 
 
第７章　その他 

（その他の事項） 
第 20条　本規約に定めのない事項については、理事会において審議・決定し、その後の総会にお
いて報告するものとする。また、急を要すると判断された懸案については、役員の過半数の同意

のもとで会長に一任されその後の総会において報告することもある。 
 
　　　附　則 
この規約は、令和 3年 8月 21日から施行する。 
この規約は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
この規約は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
 

 



別表（第 4条関係） 

 
 

 加盟団体 備考

 新発田クラブ 新潟県ソフトテニス連盟加盟団体

 新発田 SAKURAクラブ 新潟県ソフトテニス連盟加盟団体

 新発田ソフトテニス少年団 新発田市スポーツ少年団登録団体

 ベイビーステップ 新潟県ソフトテニス連盟加盟団体

 MSF新発田 新潟県ソフトテニス連盟加盟団体

 LOOP 新潟県ソフトテニス連盟加盟団体

 阿賀野市ジュニアソフトテニスクラブ（阿賀野 JSTC） 新潟県ソフトテニス連盟加盟団体

 Dream　Ace 新潟県ソフトテニス連盟加盟団体


